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（仮称）ディアスタ梶ヶ谷新築工事 

建築計画の計画概要 「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」の手続き等の経過

１ 事 業 者 住所 東京都港区芝五丁目 34番 6号
氏名 菱重ファシリティー＆プロパティーズ株式会社 

代表取締役 大久保 憲一

２ 設 計 者 住所 横浜市中区福富町西通 1番 8 
氏名 風越建設株式会社 一級建築士事務所 下中 伸二

３ 工事施工者    住所 横浜市中区福富町西通 1番 8 
           氏名 風越建設株式会社 代表取締役 長谷川 巌

４ 事業計画の名称  （仮称）ディアスタ梶ヶ谷新築工事

５ 建設地の地名地番 川崎市宮前区梶ヶ谷字西耕地１番１０、１１

６ 地域地区等

用 途 地 域 準住居地域

防 火 指 定 準防火地域

高 度 地 区 第３種高度地区（最高高さ２０ｍ）

指定建ぺい率 ６０％

指 定 容 積 率 ２００％

日 影 規 制 ４ｈ／２.５ｈ・４ｍ

７ 建築物の用途    共同住宅 

８ 構造及び階数    鉄筋コンクリート造 地上６階

９ 敷地面積      １９９７．５６㎡

１０ 建築面積      １２１８．６２㎡

１１ 延べ面積      ５５４５．９１㎡

１２ 建築物の高さ      １８．９１ｍ

１３ 住戸数            ５６戸

１４ 予定工期      平成２８年３月２２日～平成２９年５月３１日

平成２７年１０月２３日

１１月２７日

１１月２８日

１２月 ９日

１２月１０日

１２月１２日

１２月１９日

１月 ６日

平成２８年 １月 ８日

１月 ９日

１月１３日

１月２６・２７日

３月 ８日

３月１５日

３月１８日

市が事業者からの事前届出書を受理

市が事業者からの事業概要書を受理

事業者が事業計画通知書を通知

事業者が標識を設置

事業者が第１回（その１）住民説明会を開催

（近隣関係住民１６名参加）

事業者が市へ標識設置届を提出

事業者が第１回（その２）住民説明会を開催

（近隣関係住民１０名参加）

事業者が個別説明を行う

近隣関係住民から事業者へ要望書提出（２４名）

事業者が要望書に対する見解書を近隣関係住民に通知

事業者が第２回（その１）住民説明会を開催

（近隣関係住民１４名参加）

事業者が第２回（その２）住民説明会を開催

（近隣関係住民１１名参加）

事業者からの説明報告書 受理

近隣関係住民から市長への意見書 受理（６名）

事業者から近隣関係住民へ意見書に対する見解書を通知

事業者が市へ承認申請書の提出

市が事業者へ承認通知書の交付
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主要地方道鶴見溝ノ口線（尻手黒川道路）
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都市計画道路 梶ヶ谷菅生線
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▽平均地盤面
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最高高さ 18.91m ▽

最高高さ 18.91m ▽
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▽平均地盤面
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日影図
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陳情に対する事業者の見解

陳情項目 事業者の見解

１

深刻な日照被害、圧迫感を改善するため

の、建物の低層化や宅盤を下げること

本計画は「建築基準法」及び「川崎市建築基準条

例」に基づく日影規制を、当初から満たしておりま

したが、近隣の皆様からのご要望により、北棟を１

０ｃｍ、南棟を２０ｃｍ下げるよう計画変更を行っ

ております。

更なる日影軽減の為の階数削減は、事業収支の悪

化つまり減益ではなく大幅な赤字となることは明

らかであり、企業として事業を行う以上、実施する

ことは出来ません。

 また、宅盤を下げる計画に関しては、膨大な土砂

の搬出による費用の増加と工期の長期化となるた

め実施出来ません。

圧迫感の低減策として、外壁の構造をアウトフレ

ームにすることと、外壁の色を明るいアースカラー

にすることによって、圧迫感の低減に努めていま

す。（建物イメージパース参照）

 以上のことから、建物の低層化及び宅盤を下げる

事に関し、計画変更出来かねますので、ご理解をお

願いします。

陳情項目 事業者の見解

２

安全を確保するためエントランス・ごみ

置場の位置を変更すること

以上２点について、近隣住民が納得いく

まで話し合い、工事協定書締結まで工事を

着工しないよう事業者を指導してくださ

い。

北側へのエントランス及びゴミ置き場位置を

変更することに関しては、膨大な土砂の搬出に

よる費用の増加と工期の長期化となるため実施

出来ません。

また、南側へのエントランス及びゴミ置き場

位置を変更することに関しては、道路勾配や交

差点を避けることなどから、駐車場の出入り口

を現状の位置に設けなければならないため、エ

ントランス及びごみ置場の位置は、道路と接続

できる現在の位置しかありません。

 以上のことから、エントランス・ごみ置場の

位置に関し、計画変更出来かねますので、ご理

解をお願いします。

 なお、安全を確保するため、宅配業者の車両

等は、来客用駐車場に駐車するように周知して

まいります。

 工事協定書につきましては、本体工事着手前

に近隣住民の皆様に提出しております工事協定

書（案）にて締結をお願い致したく存じます。

提出済みの工事協定書の内容の変更を要望さ

れる場合は、引き続き協議させていただきます

が、その変更の内容によってはお受けできない

事がございます。

また、事業として本計画を進めており、工事協

定書の締結まで工事を行わないという対応は取

りかねることにつきまして、ご理解の程よろし

くお願いいたします。
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